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保険

平
成
２８
年
度
後
期
高
齢
者

�

医
療
保
険
料
が
決
定

変
更

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

�

被
保
険
者
証

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

お
け
る

�

保
険
料
の
軽
減
措
置

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
お
け
る

�

自
己
負
担
限
度
額
の
更
新

　
医
療
機
関
な
ど
で
高
額
な
治
療
を

受
け
る
場
合
、支
払
っ
た
医
療
費
の

自
己
負
担
額
に
つ
い
て
、月
額
で
自

己
負
担
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
医

療
費
を
支
払
っ
た
場
合
、超
え
た
額

が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

注�

１
ヵ
月
の
自
己
負
担
額
が
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」ま
た
は「
限
度
額
適
用・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」と
保
険
証

を
併
せ
て
医
療
機
関
な
ど
に
事
前

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
機
関

な
ど
で
の
医
療
費
の
支
払
い
を
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
の
人
は
、
食
事
代
の
負

担
を
軽
減
で
き
ま
す
。
こ
の
認
定

証
の
有
効
期
限
は
、
通
常
７
月
末

日
ま
で
で
す
。

国
民
健
康
保
険
の
場
合

　
８
月
以
降
も
医
療
機
関
な
ど
に
入

院・
通
院
し
、
高
額
な
治
療
を
受
け

る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
ま

た
は
限
度
額
適
用・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
の
更
新
手
続
き
が
必
要
で

す
の
で
、
保
険
課
窓
口
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

注�

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
で
、
一
般
お

よ
び
現
役
並
み
所
得
者
の
該
当
者

は
、
高
齢
受
給
者
証
の
提
示
に
よ

り
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払

い
と
な
る
た
め
、
認
定
証
の
発
行

は
あ
り
ま
せ
ん
。

持�

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
、
印
か

ん
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
、

写
真
入
り
の
本
人
確
認
書
類
、
入

院
日
数
を
確
認
で
き
る
領
収
書

（
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
過

去
１２
ヵ
月
の
入
院
日
数
が
９０
日
を

超
え
る
場
合
の
み
必
要
）な
ど

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
場
合

　
現
在
、
限
度
額
適
用・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る

人
に
は
、
７
月
末
日
ま
で
に
新
し
い

認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

　
認
定
証
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い
、

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
該
当
者
は
、

医
療
機
関
な
ど
に
入
院・
通
院
を
す

る
前
に
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

持�

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、

印
か
ん
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー

ド
、写
真
入
り
の
本
人
確
認
書
類
、

入
院
日
数
を
確
認
で
き
る
領
収
書

（
過
去
１２
ヵ
月
の
入
院
日
数
が
９０

日
を
超
え
る
場
合
の
み
必
要
）な

ど
注�

８
月
１
日（
月
）か
ら
、
自
己
負
担

限
度
額
を
決
定
す
る
所
得
基
準

が
、
平
成
２６
年
中
の
所
得
金
額
か

ら
平
成
２７
年
中
の
所
得
金
額
に
変

わ
り
ま
す（
表
1
）。

　�
こ
の
た
め
、
所
得
金
額
の
変
動
な

ど
で
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

注�

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

は
、
７０
歳
未
満（
表
1
）と
７０
歳
以

上（
表
2
）の
人
で
は
、
区
分
や
基

準
と
な
る
所
得
金
額
の
考
え
方
が

異
な
り
ま
す
。

問
保
険
課・給
付
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
平
成
２８・
２９
年
度
の
保
険
料
率
が

決
定
し
ま
し
た（
左
表
）。

　
被
保
険
者
に
は
、
7
月
中
旬
に
平

成
２８
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
入
方
法
と
し
て
、「
年

金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）」、納

付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で
納
め
る

「
普
通
徴
収
」が
あ
り
ま
す
。

　
年
度
途
中
に
被
保
険
者
に
な
っ
た

人
は
、
資
格
取
得
月
か
ら
月
割
で
保

険
料
を
納
め
ま
す
。

　
現
在
使
用
中
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証（
だ
い
だ
い
色
）の
有
効

期
限
は
、
７
月
３１
日（
日
）で
す
。

　
新
証（
薄
緑
色
）を
７
月
末
ま
で
に

対
象
者
へ
送
付
し
ま
す
の
で
、
有
効

期
限
が
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
を
、
市

に
返
却
ま
た
は
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。
新
証
が
届
か
な
い
場
合
や
記
載

内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
保
険

課・
給
付
係
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

　
医
療
機
関
な
ど
で
の
自
己
負
担
割

合
は
、
一
般
お
よ
び
市
民
税
非
課
税

世
帯（
低
所
得
Ⅰ・
低
所
得
Ⅱ
）の
人

は
１
割
、
現
役
並
み
所
得
者
は
３
割

で
す（
13
ペ
ー
ジ
表
2
）。

　
現
役
並
み
所
得
者
と
は
、
同
一
世

帯
に
平
成
２８
年
度
市
民
税
課
税
所
得

額（
各
種
所
得
控
除
後
の
所
得
額
）が

１４５
万
円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る
場

合
で
、
こ
れ
以
外
の
場
合
は
一
般
と

な
り
ま
す
。

注�

現
役
並
み
所
得
者
と
判
定
さ
れ
た

場
合
で
も
、
収
入
額
の
状
況
で
１

割
負
担
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
保
険
課・給
付
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）

　
保
険
料
の
仮
算
定
を
行
い
、
４
月

よ
り
年
金
か
ら
の
天
引
き
を
開
始
し

て
い
ま
す
が
、
今
回
決
定
し
た
年
間

保
険
料
か
ら
、
仮
算
定
に
よ
っ
て
徴

収（
４
月・６
月・８
月
に
天
引
き
）さ

れ
る
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
、
１０

月・１２
月・２
月
に
天
引
き
し
ま
す
。

注�

年
金
額
が
年
額
１８
万
円
未
満
の
人

や
、
年
金
額
が
年
額
１８
万
円
以
上

で
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

と
介
護
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金

受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
人

な
ど
は
、普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

普
通
徴
収

��

納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で
、
７

月
～
翌
年
３
月
ま
で
の
９
回
納
期
で

納
め
ま
す
。

▽�

自
主
納
付
　�

金
融
機
関
の
窓
口
で

の
納
付

▽�

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
　
金
融
機

関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
守
口

市
委
託
契
約
先
金
融
機
関
）

保
険
料
に
つ
い
て

問
保
険
課・保
険
料
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、

１
５
３
８

制
度
全
般
に
つ
い
て

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
℡
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８

　
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、
被

保
険
者
均
等
割
額（
５
万
１
千
６４９
円
）

が
軽
減
さ
れ
ま
す（
左
表
）。

　
所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う

ち
、
所
得
割
額
算
定
に
係
る「
賦
課

の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
」が
５８
万

円
以
下（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
は

２１１
万
円
以
下
）の
人
は
、
所
得
割
額

が
一
律
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
日
の
前
日
に
、
勤
務
先
の
被
用

者
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者（
こ
れ
ま

で
保
険
料
の
負
担
が
な
か
っ
た
人
）

は
、
所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、
被
保

険
者
均
等
割
額
の
９
割
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

　
軽
減
手
続
き
が
ま
だ
の
人
は
、
保

険
課
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課・保
険
料
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
℡
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８

市民税
税区分

所得金額
※1 年3回目まで 年4回目以降

※2
入院時の食事代
（1食）

課
税
世
帯

901万円超 252,600円＋（医療費の
総額-842,000円）×1％ 140,100円

360円※3
600万円超
901万円以下

167,400円+（医療費の
総額-558,000円）×1％ 93,000円

210万円超
600万円以下

80,100円+（医療費の総
額-267,000円）×1％ 44,400円

210万円以下 57,600 円 44,400円

非課税世帯 35,400円 24,600円
210円

（91日目から
160円）
※4

※1　基礎控除後の総所得金額等のこと。
※2　過去12ヵ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あったときの4回目
　　��以降の自己負担限度額。
※3　国が指定する難病患者、小児特定疾病児童、平成28年3月31日現在で1年以上
　　��精神病床に入院している患者で、平成28年4月1日以降も引き続き入院し、退
　　��院するまでの間にある人は260円です。
※4　過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合（要申請）。
注所得申告がない場合は901万円超とみなされます。
　70歳未満の人の場合は、1つの医療機関などにおいて、医療費の自己負担額が
　21,000円以上のときに合算できます（同じ医療機関でも入院と通院は別計算）。
　入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療外の費用は含みません。

市民税
税区分
※1

所得区分
一部
負担
割合

外来
（個人単
位）

入院+外来
（世帯単位）

入院時の
食事代
（1食）

課
税
世
帯

現役
並み
所得者

市民税課税所得額が
145万円以上 3割 44,400

円

80,100円+
（医療費の総額
-267,000円）
×1％
【年4回目以降は
44,400円】

360円
表1の※3

一般
課税世帯に属する人
で現役並み所得者以
外

1割
または
2割
※2

12,000
円 44,400 円

非
課
税
世
帯

低所得
Ⅱ 低所得Ⅰ以外の人 1割

または
2割
※2

8,000 円
24,600 円

210円
（91日目か
ら160円）

※4
低所得
Ⅰ

年金収入が80万円
以下の人など
※3

15,000 円 100円

※1　国保：同一世帯の全ての国民健康保険被保険者（擬制世帯主を含む）の課税区分
　　��で算定。
　　��後期高齢者：同一世帯の全世帯員の課税区分で算定。
※2　国保：昭和19年4月1日以前生まれの人は1割、昭和19年4月2日以降生まれの人
　　��は2割（14ページ表参照）。
　　��後期高齢者：1割
※3　※1の算定にかかる人の各所得額が0円となる被保険者（公的年金等控除額は80
　　��万円として計算）、または市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している
　　��被保険者。
※4　過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合（要申請）。
注入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療外の費用は含みません。
　75歳到達月は、国保と後期の自己負担限度額がそれぞれ通常月の2分の１（半額）に
　なります。

表 1　70歳未満の人の自己負担限度額（月額）

表 2　70歳以上の人の一部負担割合と自己負担限度額（月額）

平成26･27年度

平成28･29年度 変更

＝

＝

＋

＋

保険料（年額）
（限度額57万円）

保険料（年額）
（限度額57万円）

被保険者
均等割額

被保険者1人当たり
52,607円

被保険者
均等割額

被保険者1人当たり
51,649円

所得割額
賦課のもととなる
所得金額
×所得割率
10.41％

所得割額
賦課のもととなる
所得金額
×所得割率
10.41％

もりトピ

所得金額の判定区分 軽減
割合

軽減後の被保険者
均等割額（年額）

①�下記②に該当し、当該世帯の被保険者全
　�員の各所得額が 0円
備 �公的年金等控除額を80万円として計算

9割 5,164 円

②�同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金
　�額等が基礎控除額（33万円）を超えない 8.5割 7,747 円

③�同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金
　�額等が【基礎控除額（33万円）＋26万5
　�千円×被保険者数】を超えない

5割 25,824 円

④�同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金
　�額等が【基礎控除額（33万円）＋48万円
　�×被保険者数】を超えない

2割 41,319 円

注 �軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別
控除の税法上の規定は適用されません。
　�国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受
　けた６５歳以上の人は、公的年金等に係る所得金額から１５万円を控除し
　て軽減判定します。
　�世帯主が被保険者ではない場合でも、その世帯主の所得金額が軽減判
　定の対象となります。


